
瀬戸内海国立公園（淡路地域）の公園区域 

及び公園計画の変更案の概要 
 

１ 変更理由 

瀬戸内海国立公園は、その比類ない内海多島海景観に加えて、自然と人文とが調

和した特色ある景観を有することから、わが国最初の国立公園の一つとして、昭和

９年３月 16 日に、讃岐瀬戸を中心に指定されました。その後、数回にわたる公園

区域の拡張により、紀淡、鳴戸、関門、豊予の４つの海峡に囲まれた瀬戸内海のほ

ぼ全域を占めるに至っています。 

淡路地域は、昭和 25 年５月 18 日に区域指定され、昭和 31 年５月１日の区域拡

張により、ほぼ現在の区域が形成され、昭和 32 年 10 月 23 日には特別地域が指定

されました。また、昭和 61 年９月 11 日に公園区域及び公園計画の全般的な見直し

（再検討）、平成５年７月 19 日に第１次点検、平成 13 年３月 30 日に第２次点検が

それぞれ行われ、10 年が経過したところです。 

今回の公園区域の変更（第３次点検）は、第２次点検以降における本公園を取り

巻く社会情勢の変化を踏まえ、公園区域界が不明確な箇所について、区域線の明確

化を図るために必要最小限の公園区域を変更するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

：公園区域 

瀬戸内海国立公園（淡路地域） 

：変更箇所 

常隆寺山地区 

明石海峡地区 

兵庫県 



２．変更案のポイント 

常隆寺山地区、明石海峡地区の一部が、隣接する既存の瀬戸内海国立公園（淡路

地域）の公園区域と同等の資質を有しているため、区域線の明確化に伴い公園区域

に編入します。 

 

３ 変更案の詳細 

（１）公園区域の変更 

  ○公園区域の拡張 

   兵庫県淡路市小田の一部                  0.1ha 

   兵庫県淡路市野島江崎の一部                0.2ha 

                             合計 0.3ha 

※具体的な位置は、「瀬戸内海国立公園（淡路地域） 指定書（環境省原案）」P11～P17 

をご覧下さい。 

 

（２）保護規制計画の変更 

○第２種特別地域の拡張 

常隆寺山地区（兵庫県淡路市小田の一部）                0.1ha 

※具体的な位置は、「瀬戸内海国立公園（淡路地域） 公園計画書（環境省原案）」P33 

及び P35 をご覧下さい。 

 

  ○第３種特別地域の拡張 

明石海峡地区（兵庫県淡路市野島江崎の一部）           0.2ha 

※具体的な位置は、「瀬戸内海国立公園（淡路地域） 公園計画書（環境省原案）」P37 

及び P39 をご覧下さい。 

 

 

 

（参考）国立公園区域の面積 

 

変 更 前 変 更 後 面積の増減 

4,740ha 

特別保護地区 ：    0ha 

第１種特別地域：   62ha 

第２種特別地域：1,607ha 

第３種特別地域：  481ha 

普通地域   ：2,590ha 

4,740ha 

特別保護地区 ：    0ha 

第１種特別地域：   62ha 

第２種特別地域：1,607ha 

第３種特別地域：  481ha 

普通地域   ：2,590ha 

＋0.3ha 

特別保護地区 ：    0ha 

第１種特別地域：    0ha 

第２種特別地域：  0.1ha 

第３種特別地域：  0.2ha 

普通地域   ：    0ha 

 


